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1. 令和2年4月～令和3年3月までの労働分の賃金
   （通勤手当等を含んだ総支給額、賞与を含む）をご記入ください。
2. 会社ゴム印・代表者印を押印の上、青色の返信用封筒にてご返送ください。
3. 申請書①提出以降に所在地等変更があった場合は、赤字で訂正の上ご返送ください。

データをメールにて送信の場合は提出期限が

令和3年4月12日（月）となります。
詳しい内容は本誌の「裏表紙」をご確認ください。

すでに退職された労働者であっても、令和
2年4月以降に賃金の支払いがあれば、
労働保険料の算定対象となります。

4月5日（月）まで
書類提出/令和3年

3月
31日

2月
15日

〈手続の流れ〉

各該当者の人員、支払賃金をご記入ください。

（（８）の高年齢労働者を含み、（６）の役員被保険者を除く）

（税法上の役員報酬部分を除く。被保険者扱いするには職安への届出が必要です）

雇用保険記入欄E

雇用保険に加入している労働者全員

雇用保険に加入していないパートタイマー、アルバイト

雇用保険に加入している労働者全員

雇用保険の兼務役員の届出をしている方

（税法上の役員報酬部分を除く。被保険者扱いするには職安への届出が必要です）
雇用保険の兼務役員の届出をしている方
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